
保険制度利用会員 各位                        令和 8年 3月 31日 

一般社団法人 日本コンクリート防食協会 

 

コンクリート防食賠償責任保険制度 保険料価格改定のご案内 

 

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、一般社団法人日本コンクリート防食協会（以下 日防協）の活動にご理解とご協力いただ

き誠にありがたく御礼申し上げます。 
 

さて、日防協では、コンクリート防食賠償責任保険制度を運用しておりますが、この度、引受保

険会社（損保ジャパン㈱）において、企業分野賠償責任保険契約を含む、「保険料の改定」が行わ

れたことにより、日防協のコンクリート防食賠償責任保険制度の保険料改定について連絡が入りま

した。 

日防協としては、このような急な保険料改定は了承できない旨の交渉を続けてまいりましたが、

昨今の国内における急激な物価上昇傾向による影響と、損保ジャパン単独での保険料改定ではな

く、保険業界全体の保険料改定であることから、申し入れを受け入れてもらえず、誠に遺憾ではご

ざいますが、令和 8年度分からの保険料改定を行わざる得ない状況となり、保険制度利用会員の皆

様にご案内を行うこととなりました。 

保険料の改定内容等について下記に記載させていただきますので、何卒ご理解をお願いいたしま

す。 

敬具 

【改定内容】 

1．保険料の改定内容 

  現行  ⇒ 60,670円／件（令和 8年 2月にご案内の 74,900円／件からの割引適用価格） 

  改定後 ⇒ 74,800円／件 

  差額  ⇒ 14,130円／件 

  

2．保険料改定による対応 

 ①令和 8年度の個別工事保険料の前納分（預り金）として納入いただきました、60,760円／件（未

使用時の繰越を含む）に関し、個別工事保険の申込み時に、差額の 14,130円／件を申し受けい

たします。 

 ②令和 8年度に前納分を使用後は、新規払込として、改定後の保険料である 74,800円／件を申し

受けいたします。 

 ③令和 8年度の前納金を使用せずに、令和 9年度に保険料の前納分を繰越す場合は、差額の 14,130

円／件を申し受けいたします。 

 ④令和 8 年度の前納金を使用した場合は、令和 9 年度の前納金として、74,800 円／件を申し受け

いたします。 

 ※今後、更なる保険料の改定が行われた場合には、再度ご案内させていただきます。 

【お問合せ先・お申込先】 

TEL：03-5280-3071  Mail： office01@nichibokyo.jp 

事務局：牧山までお願いいたします。（受付時間：10：30～16：30） 

以上                                   

mailto:office01@nichibokyo.jp

